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南丹市「障害福祉計画・障害児福祉計画」

の概要と策定について

１．策定の趣旨

南丹市においては、令和６年３月に「南丹市障害者計画及び第７期障害福祉計画・第３期障害

児福祉計画」を策定し、基本理念を「障がいのある人もない人も ともに尊重し合いながら 安

心して暮らせるまち 南丹市」として、様々な障害者施策を推進してきました。

この度「第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画」が、令和８年度に計画期間が満了とな

ることから、「第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画」を策定するものです。

２．「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」

「障害者計画」は、「障害者基本法」に基づく市町村計画で、障がい者のための施策に関する基

本的な事項について定めるものです。

「障害福祉計画」は、「障害者総合支援法」に基づく市町村計画で、同法で定める障害福祉サー

ビス等の必要量や確保の方策等について定めるものです。

「障害児福祉計画」は、「児童福祉法」に基づく市町村計画で、同法で定める障害児通所支援及

び相談支援の提供体制の確保等について定めるものです。

障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画

根拠法 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法

計画期間 中長期 ３年間 ３年間

計画内容

（根拠法内容）

障がい者のための施策

に関する基本的な計画

障害福祉サービスの提供

体制の確保等に関する計

画

障害児通所支援及び障

害児相談支援の提供体

制の確保・実施に関する

計画

障害者基本計画
障害福祉計画

障害児福祉計画

資料①
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３．計画の位置づけ

今回策定する計画は、国の「障害者基本計画」及び京都府の「京都府障害者基本計画」「京都府

障害福祉計画・京都府障害児福祉計画」をふまえ策定します。

また、本市の上位計画である「南丹市総合振興計画」及び他の福祉計画との整合を図っていき

ます。

【計画の位置づけ】
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４．計画の計画期間

今回策定する計画の計画期間は、令和９年度から令和 11年度の３年間とします。

なお、制度変更等により、計画の前提に大きな影響を与える変化が生じた場合などは、計画期

間中においても必要に応じて内容の見直しを行います。

５．計画の策定体制

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

南丹市障害者計画 第４期南丹市障害者計画

第５期障害福祉計画

第１期障害児福祉計画

第６期障害福祉計画

第２期障害児福祉計画

第７期障害福祉計画

第３期障害児福祉計画

第８期障害福祉計画

第４期障害児福祉計画

計画の検討・見直し

●サービス利用の調整・確保

●成果目標の設定・調整
策定委員会での検討

関係各課での調整
（庁内調整等）

●計画へのパブリックコメント意見の反映

●概要版作成

計画策定

パブリックコメント

現状及び課題の把握・分析

現状把握

・各種データ

・成果目標

アンケート調査

・アンケート

・関係団体調査
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６．現時点での策定に向けたポイント

今回策定する計画に関する、国の方針（基本指針）は、令和７年度中に示す予定とされていま

す。現時点の検討案は以下の通りです。
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７．今後のスケジュール

【令和７年度】

【令和８年度】

※スケジュール等は今後の進捗等により変更の可能性があります

９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

基礎調査

調査票の設計

印刷等実施準備

配布・回収

入力・集計

分析・とりまとめ

自立支援協議会 ● ●

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

現状と課題の把握・分析

基礎的データの整理

サービス量や成果目標
の現状整理

計画課題の設定

計画骨子案の作成

サービス量の推計

成果目標の整理

計画素案の作成

パブリックコメント

自立支援協議会 ● ● ●

開催時期 テーマ案

令
和
７
年
度

第１回 令和７年 11 月
○計画の策定について
○アンケート調査票の検討

第２回 令和８年３月 ○アンケート結果報告

令
和
８
年
度

第３回 令和８年８月
○各種データや数値目標等の報告○課題の整理
○計画骨子案の検討

第４回 令和８年 12 月
○計画素案の検討
○パブリックコメントの実施について

第５回 令和９年２月
○パブリックコメント結果報告
○計画最終案の検討


